
戸沢村中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱 

 

 （目的及び交付） 

第１条 戸沢村長は、災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じてい

る中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱第３条第１項に規定

する資金（以下「商工業振興資金」という。）を貸し付ける金融機関（以下「融資機関」

という。）又は商工業振興資金を借り受ける中小企業者（以下「借受者」という。）に対し、

戸沢村補助金等の適正化に関する規則（昭和 43 年 7 月 6 日規則第 10 号）及びこの要綱

の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。 

（利子補給の対象となる商工業振興資金の種類） 

第２条 利子補給の対象となる商工業振興資金の種類は、山形県商工業振興資金融資制度

要綱第３条第１項第 10 号に規定する地域経済変動対策資金（ただし、令和２年 12 月 28

日改正前の同要綱別表１地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により

無利子とされたものに限る。以下「地域経済変動対策資金」という。）とする。 

 （利子補給金の額及び交付対象期間） 

第３条 融資機関に対する利子補給金の額は、毎年１月１日から 12 月 31 日までの期間に

おける地域経済変動対策資金につき、融資平均残高（計算期間中の当初の金銭消費貸借契

約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和を 365で除

して得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。）とする。）

に対し、年 1.0パーセントの割合で計算した額（１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てるものとする。）とする。 

２ 融資機関に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸

付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。ただし、当初の金銭消費貸借

契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日

までとする。 

３ 借受者に対する利子補給金の額は、毎年１月１日から 12月 31日までの期間（12月 31

日の時点において借受者が利子を滞納している場合は、当該滞納している利子に係る期

間を除く。）における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高（計算期間中の当初の

金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高（延滞額を除く。）の

総和を 365で除して得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。）とする。）に対し、年 1.0パーセントの割合で計算した額（１円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

４ 借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第２項ただし書きに規定する

日の翌日から当初の金銭消費貸借契約における最終の返済日までとする。 

 （利子補給金の交付の申請） 

第４条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え、毎年１月 25日まで戸沢村長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 利子補給金算出書（別記様式第２号） 



(2) 利子補給金算出明細書（別記様式第３号） 

(3) その他戸沢村長が必要と認める書類 

２ 借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入を行った融資機関に、交付

の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関は

これを受任するものとする。 

３ 前項の規定により委任を受けた融資機関（以下「受任者」という。）は、利子補給金交

付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え、毎年１月 25日まで戸沢村長に提

出しなければならない。 

(1) 利子補給金算出書（別記様式第２号） 

(2) 利子補給金算出明細書（別記様式第３号） 

(3) 利子支払証明書（別記様式第４号）又は利子滞納報告書（別記様式第５号） 

(4) 委任状及び振込口座報告書（別記様式第６号） 

(5) その他戸沢村長が必要と認める書類 

４ 前項第４号に掲げる添付資料は、既に戸沢村長に提出している場合であって、その内容

に変更がないときは、省略することができる。 

（決定の取消） 

第５条 戸沢村長は、次に掲げる事実があったと認める場合は、利子補給金の交付の決定を

取り消すことができるものとする。 

(1) 地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、融資を受けた資金を当該地域経済変動

対策資金の使途以外の目的に使用したこと 

(2) 融資の申込書等に虚偽の記載があったこと 

(3) 地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、次のいずれかに該当することが判明し

たこと 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

ロ 暴力団員等（同法第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者をいう。以下同じ。） 

ハ 役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これら

と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これ

らと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員等であるもの 

ニ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの 

ホ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用して

いるもの 

ヘ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の

維持又は運営に協力し、又は関与しているもの 

ト その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

２ 融資機関は、前項各号に掲げる事実があったことが判明した場合は、直ちに戸沢村長に

報告するものとする。 



３ 戸沢村長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、その理由を付した文書によ

り、融資機関の長又は借受者及び知事にその旨を通知するものとする。 

４ 戸沢村長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、融資機関又は借受者に対す

る利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部が適

当でないと認められる場合は、交付した利子補給金の全部又は一部の返還を請求するこ

とができるものとする。 


